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述べる。東電福島原発事故の損害賠償においては、営業損害、風評損害など、これまでの

不法⾏為損害賠償でほとんど取り上げられることのなかった損害項目が、審査会の指針に

相当因果関係の範囲内にあるとして賠償が認められており、英⽶などの外国の議論も参照

しつつ、これらの損害項目について損害賠償を認める場合には、賠償の範囲は予測可能性

の限界を超えることになることを指摘する。第 3 章では、無過失・無限責任と国家補償の

関係について論じる。わが国の原賠法と同様に、原⼦⼒法で無過失・無限責任を採⽤する

ことになったドイツでは、⼀定の補償準備措置を超える⼤規模損害が⽣じた場合には、⺠

事責任の⼿段では克服できない国家的な災害実として国が適切な国家補償に配慮すること

が議論されていたということである。スイスにおいても、⼀定の賠償措置を超える被害の

救済について議会による介⼊が予定されている。第２部で述べたところから明らかなよう

に、東電福島原発事故においては、現⾏原賠法のもとで被害者に個別の⼿続きによって損

害賠償をすることには⼤きな限界がある。そこで、現在⼿続きが進められている現⾏原賠

法による損害賠償⼿続きとは別に、これと併存して、かつての公害健康被害救済法のよう

な、⾏政救済制度を提案する。さらに、第４章では、将来に向けて、現⾏原賠法の抜本改

正を提案する。現⾏原賠法は、今回の東電原⼦⼒事故のような多数の被害者に多様な損害

を⽣じる⼤規模原⼦⼒事故を想定していない。そこで、今回の経験を踏まえてあらたな原

賠法改正を提案するが、賠償準備措置については、基本的に、⽶国のプライス・アンダー

ソン法の構想に依拠し、有事の際に原⼦⼒事業者が追加的に拠出するとともに、国もバッ

クアップする。原賠法が「被害者の保護」とともに「原⼦⼒事業の健全な発達に資するこ

と」を目的にするのであれば、現⾏原賠法のように、事業者に無過失・無限責任を負わせ、

国は⽀援機構に国債を交付して資⾦を貸すだけでは⼗分でない。そして、救済⼿続きにつ

いては、賠償項目、賠償額、給付⼿続きを所管する⾏政委員会を設置し、委員会の処分に

不服の者は裁判所に訴訟を提起できることを提案する。 

 第 1 章と 4 章は当委員会森嶌主査、第 2 章は新美委員、第 3 章は浦川委員による。 

  

 この報告書が原⼦⼒災害による被災者救済スキームの改善に資すること、わが国が原⼦

⼒事業を継続する場合においてはその健全な発達に資することを期待する。 

 

  

 

 

＊ 本報告書は 21 世紀政策研究所の研究成果であり、経団連の⾒解を⽰すものではない。 
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⼈の権利」の侵害があったこと（以下、「権利侵害要件」）を、そして、改正後の同条が「他

⼈の権利⼜は法律上保護される利益」（以下、保護法益という）の侵害があったこと（以下、

「保護法益侵害」）を不法⾏為成⽴要件としているのは、そのことを明らかにするものであ

る。そして、保護法益の外延を画定して、予測可能性を確保し、個⼈の⾃由を保護するこ

とは、現代の不法⾏為法においても依然として重要な理念である。そして、保護法益侵害

の結果⽣じる損害について、その賠償の範囲を明らかにすることも、やはり、予測可能性

を確保して、個⼈の⾃由を保護するという理念に資するものである。 

 

３．原発事故被害の救済と不法⾏為法の限界 

（１）保護法益 

ⅰ）「権利侵害から違法性」への転換とその意義と問題点 

 前述したように、⺠法 709 条においては、不法⾏為責任成⽴要件の⼀つである「権利侵

害」要件が「保護法益侵害」要件に改正された。この改正は、判例法によって、「権利侵害」

要件のいう「権利」が「法律上保護に値する利益」であればよいとされ、学説においても

これが承認され、加害⾏為の態様と被侵害利益の内容とを相関的に判断し、「違法性」の存

在が認められるならば、同条の権利侵害があったと判断できるとする違法性説が通説であ

ることを根拠とする。 

 「権利侵害」要件を「保護法益侵害」要件に変更にすることは、救済対象の画定を柔軟

に⾏えるようにし、その拡張に資する。しかし、他⽅では、救済対象の外延が曖昧になる

という問題を孕む。おそらくはドイツでの議論に影響を受けたと思われるが、⺠法起草当

時から、「権利侵害」要件が、後述する間接被害を過失不法⾏為責任法の救済対象から排除

することを狙いの⼀つとしていることが論じられていることは留意されるべきである。救

済対象の画定が不法⾏為法にとって⼤きな問題であることは、⽴法当初から認識されてい

たのである。しかし、「権利侵害」要件が「保護法益侵害」要件へと読み替えられ、相関関

係説が普及することによって、そのような問題認識は次第に薄れていった。故意と過失と

を成⽴要件としては区別していない我が国の⺠法の構造のもとでは、救済対象をそれら 

に応じて柔軟に把握しなければならないという要請があることにも⼀因があろう。 

 

ⅱ）保護法益に関する理論的錯綜 

（ア）間接被害（とくに企業損害） 

 原発事故の被害救済においては、いわゆる「営業損害」をどこまで救済するのかが⼤き

な問題となる。とりわけ、間接被害と風評被害の救済の可否、可とする場合の救済範囲が
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深刻な問題を投げかける。これまで、不法⾏為法がそれら 2 つに対してどのように対応し

てきたのかを述べる。 

 間接被害とは、直接に有形的侵害を受けた被害者と⼀定の関係のある者がその被害者が

被害を受けたことを原因として被った被害をいう。直接被害者の近親者が⽀出を余儀なく

された被害者のための治療費等や葬儀代等（以下、「近親者事例」）、あるいは、会社の業務

として取引交渉に向かう途中の社員が交通事故に遭ったため、結局、取引が成⽴せず、取

引によって得られるはずの利益を会社が得られなくなったという被害（以下、「企業損害事

例」）などが間接被害に該当する。その他にも、ある者の失⽕によって、電話局が延焼し、

それによって電話ケーブルが焼失し、電話加⼊者が電話を使⽤できなくなり、営業を休ま

ざるをえなくなったことによる逸失利益（以下、「電話ケーブル事例」）、ある者の運転ミス

によって⾼速道路上で交通事故が発⽣し、⾼速道路が⼤渋滞し、その⾼速道路を利⽤して

いた冷凍商品運送会社のトラックがその渋滞に巻き込まれ、積み荷の冷凍商品が溶け出し

ため、商品にならなくなったという被害（以下、「交通事故渋滞事例」）なども、間接被害

の例として挙げることができる。 

 「近親者事例」に関しては、判例・学説は、「被害者側」という括りを⽤いたり、あるい

は、間接被害について格別の議論をせずに損害賠償を肯定する。これに対して、「企業損害

事例」の場合には、最⾼裁は、直接被害者と間接被害者との間に「社会経済的⼀体性」が

認められる場合に、相当因果関係があるとした原審判決を⽀持する273。この最⾼裁判決は、

⼀⾒したところ、相当因果関係の判断の下で、企業損害の救済の可否を論じることを肯定

したように⾒えるが、その実質は、「社会経済的⼀体性」という特別の関係がある場合に相

当因果関係を認めるとした原審判決を⽀持しているのであり、その趣意は、通常は予⾒可

能性の有無によってなされる相当因果関係判断に「社会経済的⼀体性」という特別の枠を

はめたことを⽀持するものというべきである。なお、下級審判決には、相当因果関係概念

を⽤いず、社会経済的⼀体性の有無をもって、損害賠償の範囲に含まれるかどうかの判断

をするものが多い274。学説には、いわゆる企業損害を「社会経済的⼀体性」の有無を基準

にしてカテゴリカルに救済範囲から除外する判例の⽴場を⽀持するものと、賠償範囲の問

題であるから、相当因果関係あるいは、保護範囲の問題として処理すべきであるとするも

のとがあり、前者が多数を占めている。そして、その他の間接被害についても、判例及び

学説は同様の状況にあるといってよい。 

                                                  
273 最判 S.43.11.15 民集 22-12-2641。 

274 判例及び学説の状況については、平野裕之・間接被害者の判例総合解説（信山社、2005
年）参照。 
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第４章 原⼦⼒損害補償法の提案 
 

名古屋⼤学名誉教授／加藤・⻄⽥・⻑⾕川法律事務所弁護⼠ 
森嶌 昭夫 

 
１．現⾏原賠法の課題 

 東電福島原発事故の損害賠償は、これまで主として次のような⼿続きによって処理され

ている（第２部第 1 章参照）。政府は、東⽇本⼤震災が原賠法３条ただし書きの規定する「異

常に巨⼤な天災地変」に該当しないことを前提にして、同法 18 条が規定する原⼦⼒賠償紛

争審査会を設置し、同審査会はこれまで 3 次にわたって東電が賠償すべき損害の種類及び

損害額の算定について指針を公表している。東電は、現地に福島復興本社のもとに福島原

⼦⼒補償相談室を設け、1 万⼈を超える⼈員を動員して、審査会の策定した指針に基づいて

和解をすすめている。これまで約 190 万件が本賠償の実施に⾄り、約 3 兆円が⽀払われた

ということであるが（東電福島原発事故の処理を巡る資⾦全体については４⾴を参照）、未

解決の事例も⼭積し、訴訟提起件数も増えている。損害賠償請求をしていない者も多数い

るということであり、能⾒審査会⻑の予測（第 77 回私法学会シンポジウム「震災と⺠法学」

での発⾔）によれば、損害賠償額は少なくとも 5 兆円、多ければ 10 兆円に上るであろうと

いうことである（なお、４⾴脚注 7 参照）。避難指定地域を含む「放射性物質汚染」地域に

対する除染対策の⽅法や効果について確たる目途もついているとはいえないため、住⺠の

避難期間が今後どのくらい継続するか⾒通しがついていない。将来の農漁業に対する放射

性物質による影響も現時点では不明であるし、健康被害については現時点では分かってい

ない。他⽅で、⺠法 724 条が規定する 3 年の損害賠償請求権の消滅時効については、東電

福島原発事故について特例法が作られたにもかかわらず、時効期間の期限が迫っており、

この問題に対する早急な措置が求められている(103 ⾴以下参照）。  

  

現⾏原賠法のもとでは、今回のような巨⼤な地震と津波によって原⼦⼒事故が発⽣した

場合には、3 条ただし書きの免責事項が適⽤されかどうかがまず問題となるが、とりあえず

免責事項の適⽤の問題を⼀応措くとしても(免責事由が適⽤されない場合であっても)、ひと

たび放射性物質が外部に放出されるような事故になれば、放出された放射性物質の量や放

射線量によっては、広い範囲に汚染が拡⼤し、個⼈の健康財産から⾃然環境に⾄るまで多

種・多様な損害が⻑期間にわたって発⽣する可能性がある。今回の事故で明らかなように、

原⼦⼒事故の損害と損害額がどのようなものとなるかは予測不可能と⾔っても過⾔ではな

い。損害賠償請求を処理するにあたっても、何万という被害者の多種多様な損失について、
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　澤昭裕主幹は、2007年から21世紀政策研究所の
研究主幹として温暖化対策およびエネルギー政策の分
野で数々の提言を取りまとめ、政策関係者のみなら
ず、テレビ、ラジオ、雑誌、講演活動などを通じて一
般の方々にも直接訴えています。2013年度の研究プ
ロジェクト「わが国のエネルギー政策─原子力事業体
制と原子力損害賠償制度等について」を進めるにあた
り、澤昭裕主幹にお話を聞きました（６月20日）。

――早速ですが、なぜこのプロジェクトを今年度、

21世紀政策研究所で立ち上げることにしたのでしょ

うか。

　電力供給の状態は経済活動に大きな影響を与えま
す。電力のユーザーである日本の経済界、産業界が将
来のあり方を考える場合、電力供給はとても重要な要
因になります。一昨年の福島第一原子力発電所の事故
以降、原子力発電所のほとんどが停止しており、エネ
ルギー需給はひっ迫しています。再生可能エネルギー
はコストが高く、量も足りません。火力発電で賄うに
も、CO2 排出量が増加するという環境性の課題もあり
ます。また短期間で新しい発電所ができあがるわけで
もありません。低廉かつ安定な電力供給のためには、
原子力は必要です。ところが、東京電力福島第一原発
の事故後、原子力事業リスクの大きさが顕在化し、原
子力事業体制のあり方や原子力損害賠償制度について
の課題も顕在化してきています。そこで、今後国とし
て原子力を政策的に維持しようとするのならば、各論
の議論にとどまることなく、トータル・ソリューショ
ンとしての原子力事業のあるべき姿を考えていかなけ
ればならないと思いました。

――原子力事業体制のあり方や原子力損害賠償制度に

ついての課題とはどんなものでしょうか。

　これまでは、原子力は“特別な”ものとしてすべて
の原子力関連制度ができてきました。原子力は安全規
制、予算、自治体との関係なども、他とは違う“特別
な”存在だったのです。1950年代に被爆国日本は原子
力を推進していくことを決めました。この背景には、
核兵器には絶対反対だが、原子力の平和利用を進める
任務や権利が日本にはある、先進国でしか維持できな
い技術を推進することで、戦後の日本が「先進国とし
ての国際社会への復帰」するという強い想いがありま
した。ところが今、原子力に対する国の基本姿勢はあ
いまい化しています。原子力の問題に関しては電力会
社の経営問題としてしか捉えていないのではないかと
思うこともしばしばです。いずれにしても、これらの
制度は変えていかなければならないのだと思います
が、強い政治的な意思がないと、実際に制度を変えて
も魂の入っていない制度となってしまいます。
　もう一つは、ファイナンスの問題です。原子力事業
には、長期かつ安定的な資金の確保が必要です。しか
し、原子力事業のリスクの大きさが顕在化する一方
で、電力自由化が進められています。自由化により需
給の調整が市場に委ねられ、総括原価主義や電力債に
係る一般担保制度が廃止されるようになると、原子力
のように長期かつ大規模なファイナンスを必要とする
ような電源に投資することは極めてリスキーになって
きます。原子力を国策として維持しようとするなら
ば、原子力を他の火力や水力と同列の競争的な電源だ
とみなすことには慎重でなければなりません。一方、
国があまり介入せずに市場の中で原子力を維持してい
こうとする場合、ファイナンスする金融機関側がリス
クを計算することが可能になるよう、賠償制度を設計
しておかなくてはなりません。現在の原子力損害賠償
法では、事故時の損害賠償額の上限が全く見えませ
ん。電力自由化が進められる中、今後の原子力事業の

原子力事業体制と
原子力損害賠償制度等について

わが国のエネルギー政策

澤昭裕氏
21世紀政策研究所研究主幹

（次頁に続く）
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政治の基本姿勢も決まらず、こうした問題は依然とし
て検討もされていないのです。
　３つ目は、技術の新陳代謝の問題です。原子力を推
進していこうと決めた当時は、原子力技術に関しては
これ以上ない位の先進的技術というイメージがありま
した。今のIT技術のようなものでしょう。しかし、
原子力発電として利用され始めると、もちろん安全性
が最重要であるがために、最先端の技術、実績のない
最新の材料などを軽い気持ちで試してみることはでき
なくなります。結果、イノベーションが起きにくい分
野となったのです。また、それから50年たった今も、
廃炉を完了した商業用の原子力発電所は日本にはまだ
ありません。まだ発展途上の技術だとも言えるでしょ
う。こうした要因から、原子力の分野は他の技術分野
に比べ、技術の新陳代謝が遅い。技術の新陳代謝が遅
いということは、人材開発や資金の確保に問題が生じ
る可能性があります。イノベーションを促進しながら
安全性を確保できるような規制活動の工夫が必要とさ
れます。

――これらの問題は一般にはどの程度認識されている

のでしょうか。

　原子力安全規制、原子力損害賠償法、バックエンド
の問題、電力自由化など、単独の問題としてはそれぞ
れの専門家には認識されています。しかし、それぞれ
を別々に議論しても、いつまでも解は得られない。順
序はあっても、原子力政策のあり方を総合的・全体的
にカバーした、いわば「原子力問題トータル・ソ
リューション案」を考え出していかなければならない
と思います。国もこれは真剣に検討すべき問題だとい
うことはもちろん認識しています。しかし同時に、あ
まりにも複雑な問題であり、ことを動かすには関係者
も多く、慎重に進めなければならないと認識している
ため、検討過程があまり表立っては見えてこない可能
性もあります。
　しかし、エネルギー基本計画の見直しをする秋から
冬に向けて、すでに総合資源エネルギー調査会総合部
会は動き始めており、その第一歩として、原子力に対
する基本姿勢のようなものが示されるのではないかと
思います。また、東京電力柏崎刈羽の原子力発電所の
再稼働がすぐには見込めないとなれば、冬までにもう
一度値上げの検討に入る可能性が高い。さらに断層の
存在を巡って日本原電も苦境にある。こうした問題を

きっかけに、否応なく原子力に関する議論が始まる可
能性もあります。

――原子力事業体制や原子力損害賠償制度についての

あるべき姿はどんな姿でしょうか？

　原子力事業体制と原子力損害賠償制度等について21
世紀政策研究所で検討を進めるために、主査として名
古屋大学名誉教授の森嶌先生、副主査として竹内純子
国際環境経済研究所主席研究員を迎え、「原子力損害
賠償・事業体制検討委員会」を立ち上げました。森嶌
先生は中央環境審議会会長等を歴任され、原子力損害
賠償法についての専門的知識も深く、現在、福島の事
故後も原子力損害賠償法の問題に関して数多く執筆さ
れています。さらに、不法行為論や原子力損害賠償制
度、金融・保険事情などに精通されておられる先生方
にも参加いただいています。今後、この委員会で、原
子力事業の継続をどのように実現していくのかや、原
子力損害賠償法の改正を視野に入れた官民のリスク分
担について検討を進めていきます。ひとつの方向性と
して、これまでの制度では、官民のリスク分担は国実
質０%－民実質100%でしたが、国のリスクテイクを
増やす方向でなければ、原子力事業の維持は困難だろ
うと個人的には考えています。

――最後に、日本の経済界、産業界にむけて何か一言

お願いいたします。

　現在、日本の産業界をとりまく環境は、エネルギー
の問題に限らず、厳しいものがあります。日本の産業
界が生き残っていくための必要条件の一つとして、エ
ネルギー問題があるわけですが、これらの問題は、一
企業の努力や改革だけですべて解決するような問題で
はなく、国として政策によって解決すべき問題も多く
あります。産業・経済が発展するのに良い環境を整え
ることができるような政策提言をしていきたいと思い
ますので、注目していてください。

インタビューを終えて
　澤主幹は過去に経産省で様々な政策立案に携わり、
また、現在は中小企業を経営しているという経歴をお
持ちです。政策プロセスを熟知し、かつユーザーの立
場から発言していることが、世論がどんな状況であっ
ても冷静で、分かりやすい話になるのだと思います。
本プロジェクトに関しては来年２月にシンポジウム開
催、報告書作成の予定です。

（主任研究員　加藤友美子）
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